
別紙１ 

透明かつ公正な労働紛争解決システム等の在り方に関する検討会 

開催要綱 

 

１．趣旨・目的 

個別労働関係紛争の増加傾向に伴い、労働紛争解決システムについては、民

事訴訟等の一般的な司法手続に加え、個別労働関係紛争解決制度（平成 13 年

10 月施行）及び労働審判制度（平成 18 年 4 月施行）等が整備されてきた。 

一方で、民事訴訟と比較して、他の紛争解決手段では低廉な額で紛争が解決

される傾向にあることや、労使双方の事情から解雇無効判決後の職場復帰比率

が低いこと等の実態がある。また、解雇等の雇用終了をめぐる紛争処理に時間

的な予見可能性が低いとの指摘もある。 

このため、「『日本再興戦略』改訂 2015」（平成 27 年 6 月 30 日閣議決定）及

び「規制改革実施計画」（同日閣議決定）に基づき、透明かつ公正・客観的で

グローバルにも通用する紛争解決システム等の構築に向けた議論を行うこと

を目的として、「透明かつ公正な労働紛争解決システム等の在り方に関する検

討会」を開催する。 

 

２．検討事項 

本検討会においては、次の事項について検討を行う。 

・ 既に制度化されている雇用終了をめぐる紛争等の多様な個別労働紛争の解

決手段がより有効に活用されるための方策 

・ 解雇無効時における金銭救済制度の在り方（雇用終了の原因、補償金の性

質・水準等）とその必要性 

 

３．運営 

⑴ 本検討会は、厚生労働省労働基準局長が学識経験者及び実務経験者の参集

を求めて開催する。 

⑵ 本検討会においては、必要に応じ、⑴の参集者以外の学識経験者及び実務

経験者等の出席を求めることがある。 

⑶ 本検討会の議事については、別に本検討会において申し合わせた場合を除

き、公開とする。 

⑷ 本検討会の座長は、参集者の互選により選出する。 

⑸ 本検討会の庶務は、関係府省等の協力を得て、厚生労働省労働基準局労働

条件政策課において行う。 

 


